
【介護保険利用者負担分】

要支援　1 要支援　2 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

単位／日 183　単位 313　単位 542　単位 609　単位 679　単位 744　単位 813　単位

― ― ①夜間看護体制加算　　　　 9単位/日

②サービス提供体制強化加算　Ⅲ　　　　　　 6単位/日

③科学的介護推進体制加算　　　　　　　　　 40単位/月

④協力医療機関連携加算　　　　　　　　　　　　　 100単位/月

⑤介護職員処遇改善加算　     　  （Ⅰ）　　　( 基本サービス費　＋　各種加算・減算　×　８．２% )

⑥介護職員等特定処遇改善加算　（Ⅱ）　　　( 基本サービス費　＋　各種加算・減算　×　1．２% )

⑦介護職員等ベースアップ等支援加算  　　　( 基本サービス費　＋　各種加算・減算　×　1．５% )

【各種加算について】

　①　夜間看護体制加算

　⑧　退院・退所時連携加算

　　　　直接処遇職員の総数のうち勤続年数7年以上の職員の割合が30％以上　⇒　6単位

介護付き老人ホーム 栗橋翔裕園　利用料金表

加算

※要支援１・２は加算なし

　　　　「重度化対応指針」を策定したうえで、看護職員との24時間連絡体制をとり夜間の緊急時においても医療機関と連携し対応を図る

　②　サービス提供体制強化加算(Ⅲ）

　⑦　介護職員等ベースアップ等支援加算

　③　科学的介護推進体制加算　⇒　以下のいずれにも該当した場合40単位/月

　　　・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況の係る基本的な情報を

　　　　厚生労働省に提出していること

　　　・必要に応じてサービス計画書を見直すなど、サービスの提供に当たって上記の情報その他サービスを適切かつ

　　　　有効に提供するために必要な情報を活用していること

　④　協力医療機関連携加算

　　　・協力医療機関との間で、入居者の病歴等の情報共有する会議を定期的に開催　⇒　100単位/月

　⑤　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

　　　　（基本サービス費＋各種加算・減算）×８．２％

　⑥　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

　　　　（基本サービス費＋各種加算・減算）×１．２％

　　　　　虐待防止のための対策を検討する委員会の開催・職員への周知・研修の定期開催等を行わない場合⇒所定単位数の1/100を減算

　　　　（基本サービス費＋各種加算・減算）×１．５％

※要支援１・２は加算なし

　　　　医療提供施設を退院・退所した利用者を受け入れた場合　⇒　30単位/日　※入居から30日以内に限る

　⑨　退居時情報共有加算　　※退居時1回のみ算定

　　　　利用者が医療機関へ退居となった場合に、退居先の医療機関へ心身の状況、生活歴などの状況提供を行う

　⑩　口腔・栄養スクリーニング加算

　　　　職員が、利用開始及び利用中6ヵ月ごとに利用者の口腔と栄養状態について確認し、その情報を介護支援専門員

　　　　に提供していること　⇒　20単位/回　※6ヵ月に1回を限度とする

　⑪　身体拘束廃止未実施減算

　　　　身体的拘束等の適正化を図るための委員会の開催・職員への周知・研修の定期開催の措置を行わない場合⇒10％/日減算

　⑫　高齢者虐待防止措置未実施減算

　⑬　業務継続計画未実施減算

　　　　感染症や非常災害時においてサービスの提供を継続的に実施するための計画を策定



管理費

生活費

サービス提供費
（事務費）

居室に係る
光熱費

冬期加算
（11月～3月）

　　　※対象区分により階層別となり、県の助成があります。

要支援
要介護者

自立者
要支援

要介護者
自立者

10,000円 10,000円 10,000円 45,200円

13,000円 13,000円 7,000円 42,200円

16,000円 16,000円 4,000円 39,200円

19,000円 19,000円 1,000円 36,200円

20,000円 22,000円 0円 33,200円

20,000円 25,000円 0円 30,200円

20,000円 30,000円 0円 25,200円

20,000円 35,000円 0円 22,200円

20,000円 40,000円 0円 15,200円

20,000円 45,000円 0円 10,200円

20,000円 50,000円 0円 5,200円

20,000円 55,200円 0円 0円

電気代・・・個メーターにて使用した分      水道料・・・1,000円（基本料金相当）

【介護保険以外の利用料】

55,000円 家賃相当

46,324円 食材料費及び共用部の光熱水費

上乗せ介護費用
介護度及びサービス提供日数により

異なります。
介護保険給付基準を上回る職員体制
介護・看護職員の配置率　２．５　：　１

10,000円～20,000円
※対象収入により階層区分あり

前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等を控除した後の収入で認
定します。収入の申告は入居後毎年手続きが必要となります。

1,960円

【サービス提供費（事務費）について】

対象収入による階層区分

本人からのサービス提供費
徴収額

サービス提供費助成額

⑫　2,500,001円　～

①　1,500,000円以下

②　1,500,001円　～　1,600,000円

③　1,600,001円　～　1,700,000円

④　1,700,001円　～　1,800,000円

⑤　1,800,001円　～　1,900,000円

⑥　1,900,001円　～　2,000,000円

⑦　2,000,001円　～　2,100,000円

⑧　2,100,001円　～　2,200,000円

⑨　2,200,001円　～　2,300,000円

⑩　2,300,001円　～　2,400,000円

⑪　2,400,001円　～　2,500,000円


